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1．はじめに

Accountants（会計人：職業会計士や企業経理担当者や将来会計人を目指す学生を含む）の倫理

的資質を向上させる会計倫理教育の有効な手法として，ケースメソッドがあげられる．ケースメソッ

ドは，倫理的ジレンマ（あちらを立てればこちらが立たずといったトレードオフな状態）を含む問

題に対して，その問題を自らの問題として捉え，自分ならその問題をどのように解決するかを考え

させる教育である．

ケースメソッドでは，問題に対する解決策について数人で話し合う場を持つ．自分の知識と価値

観を通じて議論を行い，他者の意見に啓発されながら自身の意見を認識しなおし，さらに発展させ

ることにこの教育の目的がある．そこで得られた自分の意見は現実の行動と実践に深く関わり，倫

理的資質の向上を図るのに役立つことになる 1）．

ケースメソッドを有効に機能させる手法，すなわち倫理的ジレンマを解決する手法としては，

Seven-step Guide や Line-Drawing Method（以下，LD 法とする），そして Creative Middle Way Method

（以下，CMW とする）を用いることができる 2）．

1） 水谷雅一編著『経営倫理』同文舘，2003 年，147–148 頁．

2） Seven-step Guide や Line-Drawing Method については，以下のものを参照されたい．吉岡一郎，松脇昌美，

原田保秀「会計倫理に関するケーススタディと倫理的解決手法」『税経通信』Vol. 60 No. 12，2005 年 10 月，

175–185 頁．吉岡一郎，松脇昌美，原田保秀「内部告発と線引き法」『京都マネジメント・レビュー』第 10 号，

2006 年 12 月，17–30 頁．吉岡一郎，松脇昌美，原田保秀「会計倫理への一考察　―会計監査のケーススタディ

と線引き法―」『四天王寺国際仏教大学紀要』第 42 号，2006 年 7 月，59–68 頁．
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本稿では，倫理的ジレンマを含む長期請負工事に関するケースを提供し，その解決法として，

LD と CMW の実践例を示す．

2．ケース

（株）N システム

（株）N システムは，○市に本社を置く総合情報管理システムを開発する設立 10 年目の中堅オー

ナー企業（非上場）である．（株）N システム営業部の梅山は，（株）山西産業から総額 60 億円に

達する総合情報管理システムの受注を請け負った．社に戻った梅山は早速，経理部の滝沢にそのこ

とを報告した．その内容は，在庫管理システム，受発注システム，財務管理システムが統合したシ

ステムであり，このシステムが完全に導入されることによって（株）山西産業の業務は飛躍的に効

率化されることが期待される．このシステムをフル稼働させるためには 3 つのシステムをすべて完

成させる必要があり，その開発には 3 年を要する予定である．個々のシステムは，それ単独での稼

動が可能であるものの，効率化の観点からは意味をなさない．

経理部の滝沢はこのシステムの開発を担当する SE の村木にこの契約の詳細な内容について確認

し，その製造コスト（人件費等）として毎期 10 億円が均等額発生するという説明を受けた．そこ

で滝沢はこの契約について，上司である経理部長の岩谷に報告に出向いた．

翌日，営業部と経理部はこの契約に関するミーティングを開いた．税法上の規定によると，この

ような大規模長期請負契約工事については，工事進行基準を適用しなければならないため，滝沢は

工事進行基準に則った図表 1 をホワイトボードに記した．なお，工事進行基準は総製造コストに対

する当期製造コスト発生高を進捗度合いとみなし売上高を期間配分する会計処理である．

それを見た営業部長の服部は難色を示した．服部によると，今期の売上目標はこの契約による売

上がなくても達成可能な見通しであるが，このままでは来期以降の目標達成が困難な状況であるこ

とを説明した（図表 2）．そのうえで工事進行基準に則り毎期均等額を売上計上するものではないが，

全社的な売上目標（毎期 100 億円）を達成しうる新たな売上計上案を提案した（図表 3）．

岩谷経理部長は，服部の提案を受けて少し考えた後，新たな提案を行った．確かにこのシステム

は 3 つのシステムが統合して初めてその全体的な機能を発揮するが，個別に納入されたシステムそ

れぞれは単独でも稼動する．よって個別に納入されたシステム（在庫管理システム，受発注システ

ム，財務管理システム）毎の契約書を 3 通に分けて（かつ各年度毎にそれぞれのシステムが完成し

ていくとみなして）作成し，それぞれの契約金額を営業部長の売上計上案と一致させることで，工

事完成基準の適用により希望通りの売上計上が可能になるだろうと述べ，表をホワイトボードに示

した（図表 4）．

経理部長はさらに，全社的な利益を考慮した図表を書き始めた（図表 5）．そして，服部案を満

たすために契約を 3 つに分けた場合には，売上目標を達成できるだけでなく，2 年目以降の全社利
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益の赤字をも回避し，来年度以降の，みさき銀行からの融資を円滑に進められることに気づいた．

岩谷経理部長は服部営業部長に，得意先（株）山西産業との契約形態について再確認した．服部

は，（株）山西産業とはこれまでは全体的な一本の契約で話を進めてきたものの，入金状況に関し

変更を加えなければ，契約書自体を 3 通に分割することについては同意を得られるだろうと述べた

図表 1　現状の契約の下での利益水準（工事進行基準）

1 年目 2 年目 3 年目 計

売上 20 20 20 60

売上原価 10 10 10 30

利益 10 10 10 30

図表 3　全社売上

1 年目 2 年目 3 年目 計

他プロジェクト売上 140 70 75 285

本プロジェクト売上①（工事進行基準） 20 20 20 60

本プロジェクト売上②（営業部長案） 5 30 25 60

①の場合の全社売上 160 90 95 345

②の場合の全社売上 145 100 100 345

※全社的売上目標：毎年 100 億円

図表 4　新しい 3 本の契約の下での利益水準（工事完成基準）

1 年目 2 年目 3 年目 計

売上②（営業部長案） 5 30 25 60

売上原価 10 10 10 30

利益 –5 20 15 30

図表 5　全社利益

1 年目 2 年目 3 年目 計

他プロジェクト利益 20 –14 –11 –5

本プロジェクト利益①（当初案） 10 10 10 30

本プロジェクト利益②（営業部長案） –5 20 15 30

①の場合の全社利益 30 –4 –1 25

②の場合の全社利益 15 6 4 25

※他プロジェクト利益：プロジェクトの変動費だけでなく事務部門の固定費等も含む

図表 2　全社売上

1 年目 2 年目 3 年目 計

他プロジェクト売上 140 70 75 285

本プロジェクト売上（工事進行基準） 20 20 20 60

全社売上 160 90 95 345

※全社的売上目標：毎期 100 億円
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（なお本ケースの以降の検討では，契約書を分割したこと自体に関する税務その他の法律上の問題

は発生しないと仮定する 3））．よって，その方向で（株）山西産業と再交渉を進めることにしてミー

ティングが終了した．

ミーティング終了後，滝沢は休憩室で SE の村木と偶然出会った．滝沢は村木に先ほどのミーティ

ングの内容について話したところ，村木は「契約を 3 分割することは実態に合わないのだけれど

なぁ……．」とつぶやいた．滝沢はそれを聞き，契約を 3 分割することおよびそれにともなう会計

処理について考えをめぐらせた……．

3．LD の実践

LD は，選択すべき行為が善いのか悪いのかに確信が持てない場合に有効な方法である．LD では，

通常，①問題に対して選択され得る 善の行為（肯定的模範事例）と 悪の行為（否定的模範事例）

を考える．つぎに，②それらを 1 本の線上の両端に配置し，さまざまな行為の可能性（テスト事例

の作成）を考えて，肯定的模範事例と否定的模範事例に対する類似性と相違を考慮しながら，それ

らのリストを線上に配置していく．その際，配置したテスト事例同士の距離によって善悪の程度を

表現することもある（テスト事例の配置）．そして，③配置したリストのうち，どこまでが許容で

きる行為であるかをケースメソッドに参加しているメンバー間で話し合い，合意の形成を図る（許

容ラインの決定）という方法で展開される．

なお，本稿では，テスト事例の作成を先に行い，線上に配置する段階でそのテスト事例の中から

肯定的模範事例と否定的模範事例を抽出し配置するという方法を取っている．また，テスト事例の

配置に際して，その善悪の程度を配置したテスト事例同士の距離で表現することは捨象している．

3-1　テスト事例の作成

経理担当者滝沢が取り得る行為の選択肢については，次の点を留意する必要がある．すなわち，

経理担当者滝沢の倫理的行為は，図表 6 のように大きく 2 つに分類され，2 段階でなされ得るとい

うことである．

3） なお，事例の中で示された条件を前提にして，次の点も付言しておく．ネットキャッシュフローを割り引

いて価値を計算する手法を用いてプロジェクトを評価する場合，会計利益の操作を行ったとしても，プロジェ

クトの価値は不変である．会計情報を利用してプロジェクトを評価する場合，割引超過利益モデルを用いる

ならば，会計利益を操作しても，しなくても，価値は不変であり，かつ，その価値は，ネットキャッシュフ

ローを割り引いて計算した価値と一致する．また，プロジェクトにおいて，キャッシュフローのタイミング

を変えることができるならば，それによって価値を変化させることができるが，その変化後の価値を，会計

利益の操作で変えることはできない．
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（1）会計人として倫理的な行動
・ ・

を考えるステップ

（2）会計人として倫理的な会計処理
・ ・ ・ ・

を考え，選択するステップ 4）

滝沢の倫理的行為としては，（2）会計基準やその他の法律を規範として，取り得るべき倫理的な

会計処理を考えた上で，その倫理的な会計処理が実現できるような（1）会計人として倫理的な行

動を考え，選択するという流れ，あるいは（1）会計人として倫理的な行動を考えたうえで，その

倫理的な行動が選択できるような（2）倫理的な会計処理を考えるという流れの両方があり得るか

もしれない．

なお，本稿では，特に（2）の倫理的な会計処理に焦点を絞り，LD を用いて検討を進めていく

ことにする．

図表 6 から分かるとおり，「会計人として倫理的な会計処理
・ ・ ・ ・

を考え選択するステップ」における

経理担当者滝沢の意思決定問題には，「会計処理方法の前提となる経済活動をどのように捉えるか」

という問題と（それを受けたうえでの）「会計処理方法をどのように選択するか」という問題が存

在するものと思われる．そして前者としては，「実体の伴わない会計数値修正（数値のみの改ざん）

を行うか否か」，および，「実体の伴う会計数値修正を行うか否か」（これには更に「会計処理の前

4） 公認会計士による財務諸表監査を考察対象として，監査における事実認識を，企業内に生じた経済事象自

体の認識（事実認定）と経営者による実際の会計処理の認識（合原則性判断）と区別することがある．今回

のケースにおいては，当事者間で事実認定が異なる事例と考えられる．詳細は以下のものを参照されたい．

瀧田輝己著『監査構造論』千倉書房，1990 年，26–40 頁．

図表 6　とり得る 2 つのステップ

（1）会計人として倫理的な行動
・ ・

を考えるステップ

・異論を述べずに認める．

・当初の会計処理方法をもう一度経理部長に進言する．

・他の新たな提案事項を進言する．

・経営者に報告して意見を求める．

・監査役に会計処理方法に関する疑念を相談する．

・税務署に匿名で問い合わせをする．

・経理部の同僚に相談する．etc.

（2）会計人として倫理的な会計処理
・ ・ ・ ・

を考え選択するステップ

・会計処理の前提となる経済活動（実体）をどのように捉えるか

・実体の伴わない会計数値修正（以下便宜的に「数値のみの改ざん」と呼ぶ）を行うか否か

・実体の伴う会計数値修正を行うか否か

・会計処理の前提として契約書を分割するかどうか

・会計処理の前提として SE の労働実態を変えるかどうか

・会計処理方法をどのように選択するか

・工事完成基準をとるか，工事進行基準をとるか
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提として契約書を分割するかどうか」 5）および「会計処理の前提として SE の労働実態を変えるか

どうか」という具体的論点が考えられる）という論点が挙げられよう．また後者は，具体的には会

計処理方法として「工事完成基準をとるか，工事進行基準をとるか」という選択問題である．そし

て，これらの組み合わせにより，経理担当者滝沢が取り得る行為の会計処理の選択肢には，例えば

次のような具体的方向性（選択肢）が考えられるだろう．

選択肢①　契約分割（売上操作）をする，SE の労働実態変えない，数値のみの改ざんなし，工事

完成基準採用の場合

これは，ケースの 後で提案された案である．つまりこれは，経理担当者滝沢が，経理部長案を

容認するという意思決定になる．なお，この場合のプロジェクトの損益状況は，図表 7 のとおりで

ある．

選択肢②　契約分割（売上操作）をする，SE の労働実態変えない，数値上だけの改ざんあり（原

価操作），工事完成基準採用の場合

これは①に類似するが，1 つだけ違うのは，原価について，売上高に対応する金額となるよう数

値上だけの操作を行う（べく新たな提案事項を進言する）という点である．つまり，これはいわゆ

る「粉飾」に該当することとなるだろう．なお，この場合のプロジェクトの損益状況は，図表 8 の

とおりである．

選択肢③　契約分割（売上操作）をする，SE の労働実態変える（原価操作），数値上だけの改ざん

なし，工事完成基準

これは②に類似するが，売上に対応する原価になるよう SE の労働実態（労働時間等）自体を変

えてしまう（変えさせてしまう）ことで，数値上だけの改ざんを回避するという意思決定である（つ

まり，この場合の経理担当者滝沢の行動は，「新たな提案を進言する」）．なお，この場合のプロジェ

クトの損益状況は，図表 9 のとおりである．

選択肢④　契約分割なし，SE の労働実態変えない，数値上だけの改ざんなし，工事進行基準採用

の場合

これは，ケースにおいて滝沢が当初提案した方法であり，その意味ではもっともニュートラルな

方法とも言える．つまり，この場合の滝沢の行動は，当初の提案をもう一度進言する，ということ

になろう．なお，この場合のプロジェクトの損益状況は，図表 10 のとおりである．

選択肢⑤　契約分割なし，SE の労働実態変えない，数値上だけの改ざんあり（売上および原価金

額を改ざん），工事進行基準採用の場合

5） なお勿論，単に契約書を分割するだけでは，本当の意味で「実体が伴っている」と言えるかどうかは検討

の余地がないわけではないが，しかしながらここでは，会計数値修正を行うために一応その形式的体裁を整

えているという意味で，このような行動を「実体の伴う会計数値修正」として取り扱うものとする．
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これは，工事進行基準をとるという意味では選択肢④と同様である．しかし売上金額については，

営業部長案（5，30，25 億円）にあわせるべく，数値上だけの改ざんを行う（つまり，契約書分割

をしない点で，選択肢①②③と異なる）．そして，工事進行基準の特徴として，売上高と売上原価

が対応している必要があるので，必然的に
・ ・ ・ ・

原価も営業部長案に対応するように，それぞれ 2.5 億円，

15 億円，12.5 億円と改ざんする必要がある（つまり，この場合の経理担当者滝沢の行動は，「新たな

提案を進言する」）．そしてこのことにより，損益状況は，結果的に
・ ・ ・ ・

選択肢③と同じとなる（図表 11）．

選択肢⑥　契約分割なし，SE の労働実態変える，数値上だけの改ざんなし，工事進行基準採用の

場合

図表 7　選択肢①の場合の損益状況

1 年目 2 年目 3 年目

売上高（実体の裏付けあり） 5 30 25

原価（実体の裏付けあり） 10 10 10

※工事完成基準の採用

図表 8　選択肢②の場合の損益状況

1 年目 2 年目 3 年目

売上高（実体の裏付けあり） 5 30 25

原価（実体の裏付けなし） 2.5 15 12.5

※工事完成基準の採用

図表 9　選択肢③の場合の損益状況

1 年目 2 年目 3 年目

売上高（実体の裏付けあり） 5 30 25

原価（実体の裏付けあり） 2.5 15 12.5

※工事完成基準の採用

図表 10　選択肢④の場合の損益状況

1 年目 2 年目 3 年目

売上高（実体の裏付けあり） 20 20 20

原価（実体の裏付けあり） 10 10 10

※工事進行基準の採用

図表 11　選択肢⑤の場合の損益状況

1 年目 2 年目 3 年目

売上高（実体の裏付けなし） 5 30 25

原価（実体の裏付けなし） 2.5 15 12.5

※工事進行基準の採用



90 京都マネジメント・レビュー 第 12 号

これは，工事進行基準をとるという意味では選択肢④と同様であり，また，売上金額を営業部長

案（5，30，25 億円）にあわせることを企図する
・ ・ ・ ・

という点では，選択肢⑤と同じである．但し，原

価側について，SE の労働実態を変えるという点で，選択肢⑤とは異なる．すなわち，選択肢⑤の

ように売上金額や売上原価を数値上だけで改ざんする（厳密に言えば，工事進行基準における売上

高と売上原価との対応・比例関係を前提としたうえで，売上金額を都合よく営業部長案に合わせた

いがために，まず売上金額を数値上だけで改ざんすると共に，それに対応するように売上原価金額

を数値上だけで改ざんする）のではなく，工事進行基準の特徴
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（売上高と売上原価が対応している．

厳密に言えば，原価ベースの工事進捗度が売上金額を決するという意味での対応・比例関係）を逆
・ ・

手に取り
・ ・ ・ ・

，単に売上原価金額を数値上で改ざんするのではなく，まず SE の労働実態を変える（つ

まり，営業部長案に対応するように，毎年の原価が 2.5 億円，15 億円，12.5 億円となるように労働

実態を変える）ことで実体の裏付けのある原価にし，またそのことにより
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

，売上金額についても労
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

働実態の裏付けある工事進捗度合いに適切に比例した金額として計上する
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

というのが，この選択肢

である（よって，この場合の経理担当者滝沢の行動は，「新たな提案を進言する」）．なお，この場

合の売上高は，確かに，契約書分割等の形式的体裁に裏付けられたものではないが，しかしながら，

上述のように SE の実際の労働実態に裏付けられたものであるといえ，この意味で「実体の裏付け

あり」と言ってよいだろう（逆に選択肢⑤の売上高は，①契約書分割等の形式的体裁に裏付けられ

ていないという意味でも，②実際の労働実態に裏付けられて計上されていないという意味でも，ど

ちらの意味でも「実体の裏付けなし」となるだろう）．そして，この場合のプロジェクトの損益状

況は，図表 12 のとおりである．

3-2　テスト事例の配置および許容ラインの決定

次に，3-1 で掲げたリストを LD により並べ替え，評価してみよう．LD によれば，上記①から⑥

の選択肢リストについては，次の 2 通りの評価（2 つの立場からの評価）がなし得る．なお，両者

の根本的な違いは，実体的裁量行動を会計倫理的に
・ ・ ・ ・ ・ ・

認めるか否かという点である．ここで，実体的

裁量行動とは，事象の生起がどう会計数値に反映されるかが事前にわかっている際に，実際の取引

をコントロールして事象生起の時点を選択し，これによって望ましい利益数値に導くことをいう（岡

部［1985］ 6））．

6） 岡部孝好著『会計情報システム選択論』中央経済社，1985 年，193 頁．

図表 12　選択肢⑥の場合の損益状況

1 年目 2 年目 3 年目

売上高（実体の裏付けあり） 5 30 25

原価（実体の裏付けあり） 2.5 15 12.5

※工事進行基準の採用
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なお，Ohlson［1995］ 7）等による割引超過利益モデルを用いて，会計情報を利用し企業評価を行

う場合，一定の条件の下では，会計数値をコントロールしても，企業評価の結果は変わらない．そ

の場合，企業評価を変えることができるのは，実体的裁量行動のみであって，会計的裁量行動（裁

量的会計行動）による企業評価のコントロールは無効となる．但し，本稿では，この点については

考慮しないものとする．それは，本稿の事例では，裁量的な会計行動の誘因となっている銀行融資

に関して，銀行側が融資先の全社的な会計数値を重視していると想定するからである．

3-2-1　第 1 の評価―実体的裁量行動を認める立場―

まず第 1 は，実体的裁量行動を認める立場からの評価（並べ替え）である．つまり，例え会計数

値を操作したとしても，それに実体を伴わせるかたちで，現実の経済活動を改変するのであれば，

特に問題はないと考えるのがこの立場である．逆に言えば，企業行動と会計処理方法が合致してい

るか否か（一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）への準拠性）が，会計倫理判断におけ

る大きなメルクマールとなるのがこの立場の特徴であるといえよう 8）．

では実際に LD によって選択肢の分析を行ってみよう．ここではその前提作業として，企業行動

と会計処理方法が合致しているかどうかという軸（いまこれを便宜的に「粉飾」と呼ぶ）で，各選

択肢をポイント付けしてみよう（図表 13）．

図表 13 から分かるとおり，「粉飾」，つまり，企業行動と会計処理方法が合致していないものは，

選択肢②と⑤ということになる．そしてこの立場では，この「粉飾」軸こそが，会計倫理的に望ま

しいか否かのメルクマールとなることから，②⑤は倫理的に問題がある（それ以外は倫理的に問題

がない）という帰結が導き出される．つまり，LD でいう線引きが，ここでなされることとなる（図

表 14）．

7） Ohlson, J. A., “Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation,” Contemporary Accounting Research, 

Vol. 11, No. 2, 1995, pp. 661–687.

8） これは，もし仮に監査人の適正性概念の質を巡る議論とのアナロジーでいうとするならば，適正性監査に

おける監査人の要証命題を GAAP の枠組みの中で理解するものであるとする，いわゆる GAAP 枠内適正性

と呼ばれる考え方に基づくものである．詳細は以下のものを参照されたい．石田三郎著『監査意見形成論』

中央経済社，1983 年，66–78 頁．

図表 13　LD の前提としての各選択肢のポイント付け（1）
―会計倫理判断のメルクマール―

粉飾 小計

① 0

② –10 –10

③ 0

④ 0

⑤ –10 –10

⑥ 0
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図表 14 に示されるとおり，②および⑤が「否定的模範事例」，他方①③④⑥が「肯定的模範事例」

となる

上記メルクマールにより許容ラインを示すことが出来たので，会計倫理判断の本質的ポイントの

検討は既に終えている．しかし LD では，一応全ての選択肢に順序付けをすることを目的としてい

るので，ここでは更に，先とはまた別次元のレベルの判断問題として，無差別となっている①③④

⑥，および②⑤についても順序付けをしてみよう．すなわち，この「粉飾」軸だけでは，それぞれ

のグループの中の順序は無差別となっている．つまり，例えば，「肯定的模範事例」の①③④⑥は，

この「粉飾」軸だけでは無差別（特に順序付けがなされない）ということになっている．よって，

次に例えば，契約分割をしているか否かという軸（便宜上「契約分割」と呼ぶ）を用いてポイント

付けしてみる．勿論，契約分割の有無は，この立場からすると，倫理的判断基準には関わってこな

いものであるが，ここでは，無差別な状況を打破し順位付けを行うという点が LD の目的であると

いうことを仮定して，「契約分割」軸（契約分割をしているか否か＝実体的裁量行動をしているか

否か）を導入してみよう．なお，この場合は，「契約分割」軸と「粉飾」軸とのウエィト付けが問

図表 14　LD の結果（1）

図表 15　LD の前提としての各選択肢のポイント付け（2）―順序付け―
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題となるが，「粉飾」軸は倫理的判断において決定的事象となるものであり，必然的に契約分割よ

りも大きなウェイトをしめるのに対して，他方，「契約分割」はそれほど高いポイントとはならな

いとものと捉えられるため，便宜的に「契約分割」ありの場合は「–1」（＝粉飾の 10 分の 1）がポ

イント付けされると仮定する．これを示したものが図表 15 である．

そして，図表 15 によりポイント付けした結果を受けて，LD により各選択肢を並べ替えたものが，

図表 16 となる．

3-2-2　第 2 の評価―実体的裁量行動を認めない立場―

また第 2 は，実体的裁量行動を認めない立場からの評価（並べ替え）である．つまり，たとえ（現

実の企業活動と会計数値がマッチしている）実体的裁量行動であっても，そもそも現実の企業活動

自体を何らかの意図をもって調整ないし改変したのであれば，それは会計倫理的に望ましくないと

考えるのがこの立場である．逆に言えば，ニュートラルな状態に対して，そもそも行動を変えている

否かが，会計倫理判断における大きなメルクマールとなるのがこの立場の特徴であるといえよう 9）．

では実際に LD によって選択肢の分析を行ってみよう．ここではその前提作業として，そもそも

現実の企業活動自体を何らかの意図をもって調整ないし改変しているかどうかという軸（いまこれ

を便宜的に「企業行動の改変」と呼ぶ）を導入したうえで，各選択肢をポイント付けしてみよう（図

表 17）．そして，ニュートラルな状態に対して，そもそも企業行動を変えていれば，マイナスポイ

ントとする．つまり，「企業行動の改変」には，（1）実体的裁量行動でいうところの企業活動自体

の改変（契約書の分割，SE の労働実態の改変）だけでなく，（2）数値のみの改ざん（粉飾）も，（ニュー

トラルな状態に対して行動を変えているという意味で）含まれる．

図表 17 から分かるとおり，「企業行動の改変」，つまり，そもそも現実の企業活動自体を何らか

の意図をもって調整ないし改変しているものは，選択肢①②③⑤⑥ということになる．そしてこの

立場では，この「企業行動の改変」軸こそが，会計倫理的に望ましいか否かのメルクマールとなる

ことから，選択肢①②③⑤⑥は倫理的に問題がある（それ以外は倫理的に問題がない）という帰結

が導き出される．つまり，LD でいう線引きが，ここでなされることとなる（図表 18）．

図表 14 に示されるとおり，選択肢①②③⑤⑥が「否定的模範事例」，他方，④のみが「肯定的模

9） これは，もし仮に監査人の適正性概念の質を巡る議論とのアナロジーでいうとするならば，適正性監査に

おける監査人の要証命題を，脚注 7 の GAAP 枠内適正性に加えて，その他の適正性に関する側面から構成

されているとする見解といえよう．同書，78–79 頁．

図表 16　第 1 の評価（企業行動と会計処理が合致しているか否かがメルクマール）
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範事例」となる．

上記メルクマールにより許容ラインを示すことが出来たので，会計倫理判断の本質的ポイントの

検討は既に終えている．しかし LD では，一応全ての選択肢に順序付けをすることを目的としてい

るので，ここでは更に，先とはまた別次元のレベルの判断問題として，無差別となっている選択肢

①②③⑤⑥についても順序付けをしてみよう．すなわち，この「企業行動の改変」軸だけでは，そ

れぞれのグループの中の順序は無差別となっている．つまり，例えば，「肯定的模範事例」の選択

肢①②③⑤⑥は，この軸だけでは無差別（特に順序付けがなされない）ということになっている．よっ

て，次に「企業行動の改変」軸を更にいくつかの軸に細分化してみよう．

先に述べたとおり，「企業行動の改変」には，（1）実体的裁量行動でいうところの企業活動自体

の改変と（2）数値のみの改ざん（粉飾）とが含まれる．そして前者は，具体的には，契約書の分割，

および，SE の労働実態の改変という 2 つの行動が考えられる．そこで，「企業行動の改変」軸を，「粉

飾」「契約分割」および「SE 労働実態改変」という 3 つの軸にそれぞれ分解してみよう．

ここでは 3 つの軸の関係性（ウェイト付け）が問題となる．まず，「粉飾」軸は，「企業行動の改

図表 17　LD の前提としての各選択肢のポイント付け（1）―会計倫理判断のメルクマール―

図表 18　LD の結果（1）
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変の中」でも，一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）への準拠性を欠く結果，そのまま

法令順守違反の問題となるため，会計倫理的にも も問題がある（ウェイトが高い）ものと判断し

うる．また，「契約分割」軸と「SE 労働実態改変」軸は，どちらも経営行動自体は変えているもの

の，GAAP 準拠性という点では問題がないため，「粉飾」軸よりも，会計倫理上の問題は薄く，また，

両者の間での優劣関係は特にないことが予想される．よって，「粉飾：契約分割：SE 労働実態改変

＝ –10：–1：–1」というウェイトにより，ポイント付けしていくことにする．これをまとめると図

表 19 のようになる．

そして，図表 19 をもとにして，LD により各選択肢を並べたものが，図表 20 である．

ここで両者の立場の差異を再確認するために，図表 16 と図表 20 においてそれぞれの選択肢が，

許容されるか否かをまとめたものが図表 21 である．

この図表 21 によると，両者の立場において，選択肢②⑤（ともに許容し得ない）と④（ともに

許容しうる）においては共通した認識が存在する．一方その他の選択肢については認識が真っ向か

ら対立し，それぞれの優劣についてお互いが共通の認識を有することは困難であろう．よってこの

点の選択肢の優劣を決する新たな視点ないし分析手法が求められよう．また，もし仮にこの点を百

歩譲って，一応は 2 つの立場から許容しうるものとして④という選択肢を示すことができているこ

図表 19　LD の前提としての各選択肢のポイント付け（2）―順序付け―

図表 20　第 2 の立場（たとえ行動と会計処理が合致していても，そもそも行動を変えてしまえば×）
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とから，両立場を踏まえた倫理的判断はここで決着しているとしたとしても，しかしながら，現実

的には，（本ケースにおける会議の流れを考慮すれば）選択肢④は，服部営業部長および岩谷経理

部長に受け入れられる可能性は極めて低く，よってこの点，現実的側面をも考慮した新たな会計倫

理判断の視点ないし分析手法が求められるようにも思われる．では，そういった新たな視点ないし

分析手法としては，いったいどのようなものが考えられるのだろうか．これを次節で検討する．

3-3　小括

図表 16 および 19 に示されるとおり，同じ LD によって，会計倫理判断を行ったとしても，その

許容ラインおよび並び順は，それぞれ大きく異なるものとなった．この違いは，結局のところ，実

体的裁量行動という企業行動を，会計倫理的にどのように位置づけるか（第 1 の立場は是，第 2 の

立場は非）の違いによるものである．

このように，たとえ LD を用いたとしても，その倫理的判断基準（ないしそれを支える基本的考

え方）が異なってしまうと，異なる結果が出てしまう．そして異なる認識にいたった場合には，

LD では，第 1 の立場と第 2 の立場のどちらの立場がヨリ会計倫理的に望ましいものなのかについ

ては，一方もしくは双方が倫理的判断基準の変更を行わない限り，これ以上議論し得ない．しかし

ながら，会計倫理的には，むしろここから先の両立場の比較検討こそが重要となるように思われる．

では，両者の立場に基づいた倫理的判断の比較検討をさらに追求していくには，一体どのような視

点から検討したらよいのだろうか．

4．CMW による新たな視点

4-1　Creative Middle Way Method（CMW）

A の立場と B の立場の関係のように，そもそもの立場が違う，立場が相反する（対立する，相

容れない）問題の解決に際しては，Creative Middle Way Method（CMW）を用いることが有効な場

合がある．CMW は，A の立場か B の立場のいずれか一方を選択するという解決は取らずに，相反

する立場の両方を満たすような全く新しい選択肢を捜すという方法である．CMW のポイントは，

相反する立場をそのままの形で受け入れるのではなく，それぞれの立場を部分的に受け入れて，両

図表 21　第 1 の立場と第 2 の立場のまとめ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

図表 16 の立場 ○ × ○ ○ × ○

図表 20 の立場 × × × ○ × ×

ただし，○：許容しうる，×：許容し得ない，を示す．なお今回はモデル

を簡素化するために，それぞれの観点から見た際の許容しうる程度，しえ

ない程度の差については考慮していない．同様の理由により，それぞれの

立場の重要度についても無差別であるとしている．
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方が納得するような妥協案を作成することである．しかしながら，実際にはこうした妥協案を作成

することは大変難しい．そのときに第 3 の視点を採用することで，相反する問題の解消を図ること

ができる場合がある 10）．

本稿のケースの場合，例えば第 3 の視点として実際にシステムの構築に関わる SE（システムエ

ンジニア）の視点を導入してみることで，何らかの利害対立の解決の糸口を図ることができるかも

しれない．

4-2　本ケースに係る CMW の適用

今回のケースにおいて，SE の村木は「契約を 3 分割することは実態に合わないのだけれどなぁ

……．」とつぶやいている．もちろん本ケースでは，ここで滝沢がいうところの実態との不適合が，

どのような事柄を根拠とするのかは示されていない．しかしながらこの滝沢のつぶやきは，岩谷経

理部長が契約書を 3 分割することの根拠（「このシステムは 3 つのシステムが統合して初めてその

全体的な機能を発揮するが，個別に納入されたシステムそれぞれは単独でも稼動する．よって個別

に納入されたシステム（在庫管理システム，受発注システム，財務管理システム）毎の契約書を 3

通に分けて（かつ各年度毎にそれぞれのシステムが完成していくとみなして）作成する」という考

え方）に対する反対意見と言えよう．つまり個別のシステム全てが有機的に結合して初めてシステ

ムを納入したとみなす，システムの機能というものを重視した意見であることは推察可能であろう．

つまり，新たな第 3 の視点においては，契約書を個別のシステムごとに 3 分割することを不適正な

こととみなすであろう．よって，契約書を分割することを認めているか否かが，倫理的判断の 初

のメルクマールとなるはずである．つまり選択肢①，②，③は選択すべき対象とはなりえず，選択

肢④，⑤，⑥が選択対象となるが，このメルクマール単独においては無差別である．第 3 の視点の

メルクマールがこれにとどまった場合に会計倫理判断を行ったものが図表 22 である．

ここで，図表 16 と図表 20 と上記の図表 22 における許容ラインをまとめたもの，すなわち図表

21 に図表 22 の立場による許容性判断を追加したものが，図表 23 である．

前述したように，図表 16 と図表 20 の立場からは，選択肢②⑤（ともに許容し得ない）と④（と

もに許容しうる．しかしながら岩谷と服部には拒絶される可能性が極めて高い）の点においては共

通した認識が存在するが，その他の選択肢においてはお互いの認識が対立し，妥協点を見出すこと

ができなかった．ところがここに図表 22 の立場からの判断を追加することにより，2 者間の観点

において対立していた②と④以外の選択肢に優劣差が生じる．すなわち，選択肢①，③，⑤は好ま

10） CMW については，以下のものを参照されたい．Charles B. Fleddermann 2008. Engineering Ethics, Third 

edition. Prentice Hall: 57–58. Charles, E. Harris, Jr., Michael J. Rabins “Engineering Ethics: Concepts and Cases, 

Second Edition”（社団法人日本技術士協会訳編『第 2 版科学技術者の倫理　その考え方と事例』丸善株式会

社，2002 年，106–107 頁．石田三千雄他著『科学技術と倫理』ナカニシヤ，2007 年，168–169 頁．斎藤了文，

坂下浩司編『はじめての工学倫理』昭和堂，2001 年，204–205 頁）
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しくないかもしれないものであり，逆に⑥は好ましいものである可能性が出てくる．つまり CMW

を用いて，会計人の立場とは全く異なる視点を導入することにより，新たにお互いが歩み寄り許容

しうるかもしれない妥協点としての選択肢⑥が出現するのである．

4-3　小括

なお，今回のケーススタディにおいて，CMW を進めるにあたり，様々な単純化を行った．当然

ながら現実にこのようなケースに直面した場合には，様々な部署，異なる立場からの意見に幅広く

耳を傾けて，それぞれの許容しうるもしくは許容し得ない程度の差異等をも考慮に入れて，総合的

な判断を下すよう心がけることが必要である．例を挙げるならば，SE に再度問い合わせたところ，

「契約書を分割することには反対だが，時間配分すなわち製造原価の発生額を，各期の売上目標に

対応する形で配分することは容易に可能である」という意見を述べた場合には，選択肢⑥の許容度

がさらに高まり，妥協点がより容易に求められることとなろう．

5．本稿のまとめと今後の課題

本稿では，倫理的ジレンマを含む長期請負工事に関するケースを提供し，その解決法として，ま

ず LD を用いて，2 つの異なる倫理的判断基準が存在することにより生じる倫理的ジレンマの解消

を試みた．

そしてそのジレンマ解消過程において，双方の倫理的判断基準が異なれば，それぞれの選択肢に

対する許容度について異なる結果が出てしまい，かつお互いの歩み寄りが困難なため，倫理的ジレ

図表 22　第 3 の立場（契約の 3 分割のみを問題とする立場）

図表 23　3 つの立場の整理

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

図表 16 の立場 ○ × ○ ○ × ○

図表 20 の立場 × × × ○ × ×

図表 22 の立場 × × × ○ ○ ○

ただし，○：許容しうる，×：許容し得ない，を示す．なお今回はモデル

を簡素化するために，それぞれの観点から見た際の許容しうる程度，しえ

ない程度の差については考慮していない．同様の理由により，それぞれの

立場の重要度についても無差別であるとしている．
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ンマの解消には至らないという，LD が有する限界を明らかにした．そして，そのような倫理的ジ

レンマの解消に CMW が有効に機能する可能性について示唆を行った．以上が本稿のインプリケー

ションであると考える．

なお本稿では，経理担当者滝沢の倫理的行為を 2 つに分類することを提案した．すなわち

（1）会計人として倫理的な行動
・ ・

を考えるステップ

（2）会計人として倫理的な会計処理
・ ・ ・ ・

を考え，選択するステップ，の 2 つである．

そして本稿では（2）のみに対し LD，CMW を適用し，倫理的判断についての考察を行った．今

後の課題として，本稿では割愛した（1）会計人として倫理的な行動を考えるステップ，に対する

LD 及び CMD の適用に関するケーススタディについて更なる研究を継続していきたい．

・共同執筆者の分担について

4 人の共同執筆者の作業分担については，特に明確な分業・分担を行っていない．4 人平等・対

等に本論文を作成した．




